
議第４９号 

呉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

呉市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市介護保険条例の一部を改正する条例 

呉市介護保険条例（平成１２年呉市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

（保健福祉事業） （保健福祉事業） 

第３条の３ 市長は，法第１１５条の４９

の規定による事業として，介護用品支給

事業を行う。 

第３条の３ 市長は，法第１１５条の４９

の規定による事業として，次に掲げる事

業を行う。 

 (1) 介護用品支給事業 

 (2) 聴力補助用具購入助成事業 

 (3) 認知症スクリーニング検診事業 

 (4) 認知症事故救済事業 

（保険料率） （保険料率） 

第４条 令和３年度から令和５年度までの

各年度における保険料率は，次の各号に

掲げる第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の区分に応じ，それぞれ当該各

号に定める額とする。 

第４条 令和６年度から令和８年度までの

各年度における保険料率は，次の各号に

掲げる第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の区分に応じ，それぞれ当該各

号に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令

第４１２号。以下「令」という。）第３

９条第１項第１号に掲げる者 ２９，０

４０円 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令

第４１２号。以下「令」という。）第３

９条第１項第１号に掲げる者 ２７，０

６０円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

４４，２２０円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

４０，９２０円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４６，２００円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４３，２３０円 

(4) ・(5)  略 (4) ・(5)  略 

(6) 次のいずれかに該当する者  ７２，

６００円 

(6) 次のいずれかに該当する者  ７２，

６００円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４



第１項若しくは第２項，第３４条第１

項，第３４条の２第１項，第３４条の

３第１項，第３５条第１項，第３５条

の２第１項，第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合に

は，当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし，当該合計所得金額

が零を下回る場合には，零とする。以

下同じ。）が１２５万円未満である者

であり，かつ，前各号のいずれにも該

当しない者 

第１項若しくは第２項，第３４条第１

項，第３４条の２第１項，第３４条の

３第１項，第３５条第１項，第３５条

の２第１項，第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合に

は，当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし，当該合計所得金額

が零を下回る場合には，零とする。以

下同じ。）が１３５万円未満である者

であり，かつ，前各号のいずれにも該

当しない者 

イ 生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）第６条第２項に規定する要保護

者（以下「要保護者」という。）であ

って，その者が課される保険料の額に

ついてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）又は次号

イ，第８号イ，第９号イ，第１０号

イ，第１１号イ若しくは第１２号イに

該当する者を除く。） 

イ 生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）第６条第２項に規定する要保護

者（以下「要保護者」という。）であ

って，その者が課される保険料の額に

ついてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）又は次号

イ，第８号イ，第９号イ，第１０号

イ，第１１号イ，第１２号イ若しくは

第１３号イに該当する者を除く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者  ８２，

５００円 

(7) 次のいずれかに該当する者  ８２，

５００円 

ア 合計所得金額が２００万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が２１０万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イ，第９号イ，第１０

号イ，第１１号イ若しくは第１２号イ

に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イ，第９号イ，第１０

号イ，第１１号イ，第１２号イ若しく

は第１３号イに該当する者を除く。） 

(8) 次のいずれかに該当する者  ９９，

０００円 

(8) 次のいずれかに該当する者  ９９，

０００円 

ア 合計所得金額が３００万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ア 合計所得金額が３１０万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し



ない者 ない者 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イ，第１０号イ，第１

１号イ若しくは第１２号イに該当する

者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イ，第１０号イ，第１

１号イ，第１２号イ若しくは第１３号

イに該当する者を除く。） 

(9) 次のいずれかに該当する者  １０

５，６００円 

(9) 次のいずれかに該当する者  １０

５，６００円 

ア 合計所得金額が４００万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が４１０万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イ，第１１号イ若しく

は第１２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イ，第１１号イ，第１

２号イ若しくは第１３号イに該当する

者を除く。） 

(10)次のいずれかに該当する者 １１２，

２００円 

(10)次のいずれかに該当する者 １１２，

２００円 

ア 合計所得金額が５００万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が５１０万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イ若しくは第１２号イ

に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イ，第１２号イ若しく

は第１３号イに該当する者を除く。） 

(11)次のいずれかに該当する者 １２２，

１００円 

(11)次のいずれかに該当する者 １２２，

１００円 

ア 合計所得金額が６００万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が６１０万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって，その者が課され イ 要保護者であって，その者が課され



る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イに該当する者を除

く。） 

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イ若しくは第１３号イ

に該当する者を除く。） 

(12)次のいずれかに該当する者 １３２，

０００円 

(12)次のいずれかに該当する者 １３２，

０００円 

ア 合計所得金額が７００万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が７１０万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）又は次号イに該当する者を除

く。） 

 (13)次のいずれかに該当する者  １４

１，９００円 

ア 合計所得金額が８１０万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要

としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1) に係る部分を除

く。）に該当する者を除く。） 

(13)前各号のいずれにも該当しない者 １

４１，９００円 

(14)前各号のいずれにも該当しない者 １

５１，８００円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る令和３

年度から令和５年度までの各年度におけ

る保険料率は，同号の規定にかかわら

ず，１５，８４０円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る令和６

年度から令和８年度までの各年度におけ

る保険料率は，同号の規定にかかわら

ず，１５，８４０円とする。 

３ 前項の規定は，第１項第２号に掲げる

第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度における保険料率について準

３ 前項の規定は，第１項第２号に掲げる

第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和６年度から令和８年度ま

での各年度における保険料率について準



用する。この場合において，前項中「１

５，８４０円」とあるのは「２７，７２

０円」と読み替えるものとする。 

用する。この場合において，前項中「１

５，８４０円」とあるのは「２７，７２

０円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は，第１項第３号に掲げ

る第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度における保険料率について

準用する。この場合において，第２項中

「１５，８４０円」とあるのは「４２，

９００円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は，第１項第３号に掲げ

る第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度における保険料率について

準用する。この場合において，第２項中

「１５，８４０円」とあるのは「４２，

９００円」と読み替えるものとする。 

（賦課期日後における被保険者資格の取得

又は喪失等に係る第１号被保険者の保険料

の額） 

（賦課期日後における被保険者資格の取得

又は喪失等に係る第１号被保険者の保険料

の額） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１

項第１号イ（同号イの老齢福祉年金の受

給権を有するに至った者及び同号イ (1) 

に掲げる者を除く。），ロ，ハ若しくは

ニ，第２号ロ，第３号ロ若しくは第４号

ロ又は第４条第６号イ，第７号イ，第８

号イ，第９号イ，第１０号イ，第１１号

イ若しくは第１２号イに該当するに至っ

た第１号被保険者に係る保険料の額は，

当該該当するに至った日（以下「該当

日」という。）の属する月の前月まで月

割りにより算定した当該第１号被保険者

に係る保険料の額と該当日の属する月か

ら第４条第１号から第１２号までのいず

れかに規定する者として月割りにより算

定した保険料の額の合算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１

項第１号イ（同号イの老齢福祉年金の受

給権を有するに至った者及び同号イ (1) 

に掲げる者を除く。），ロ，ハ若しくは

ニ，第２号ロ，第３号ロ若しくは第４号

ロ又は第４条第６号イ，第７号イ，第８

号イ，第９号イ，第１０号イ，第１１号

イ，第１２号イ若しくは第１３号イに該

当するに至った第１号被保険者に係る保

険料の額は，当該該当するに至った日

（以下「該当日」という。）の属する月

の前月まで月割りにより算定した当該第

１号被保険者に係る保険料の額と該当日

の属する月から第４条第１号から第１３

号までのいずれかに規定する者として月

割りにより算定した保険料の額の合算額

とする。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の呉市介護保険条例第４条の規定は，令和６年度分の保険料から適用し，

令和５年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 

 

 



 

（提案理由） 

 第９期介護保険事業計画期間における保険料率を設定するとともに，介護保険法

施行令の一部改正等に伴う所要の規定の整備をするため，この条例案を提出する。 


